
山形県高等学校体育連盟事務局規程 

 

第１条 本連盟規約第３１条に基づき、事務局に関する規程を次のとおり定める。 

第２条 事務局長は局務を掌理する。事務局員並びに書記は事務局長の命を受け、所管の事務を処理する。 

第３条 書記の給与については、評議員会が別に定める。 

第４条 文章の取り扱いは、山形県教育委員会文書管理規程に準ずる。 

第５条 公印の管理は事務局長が行う。 

第６条 会長は事務局長を出納責任者に任命し、理事長の指示に基づき、出納の遂行・通帳並びに関係簿 

冊の整理保管に関する事項の責任にあたらせる。 

第７条 本会の金銭は、全て会長名義の預金口座を設けて保管する。金融関係に使用する印鑑は全て本連 

盟所定の印鑑を使用する。 

第８条 職員の旅費については、山形県職員に準ずる。 

 

   附  則 

    昭和55年２月22日改正施行 

 

 

 

山形県高等学校体育連盟旅費内規 

 

１ 本連盟が招集する役員の県内旅費は次のとおりとする。但し、本連盟強化委員会主管の指導者研修会 

等については、日当は無いものとする。 

 (１) 交通費   勤務先最寄ＪＲ駅から目的地最寄ＪＲ駅までのＪＲ料金とする 

 (２) 現地経費  ① 往復100㎞未満        ０円 

          ② 往復100㎞以上  ２００円 

 (３) 宿泊費   実費 

２ 本連盟の役員としての県外旅費は、県職員に準じて支給する。 

 

   附  則 

    平成15年４月23日改正制定 

    平成20年２月22日一部改正 

    平成20年４月 １日より施行 


